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平成二十六年度における臭気判定士試験 

及び嗅覚検査の実施について 

○平成26年度における臭気判定士試験及び嗅覚検査の実施について（平成二十六年六月十日） 

 平成26度における悪臭防止法（昭和46年法律第91号）第13条第1項に規定する臭気指数等に係る測定に関す

る必要な知識についての試験（以下「臭気判定士試験」という。）及び臭気指数に係る湘定に関する喚覚につ

いての適性検査（以下「嗅覚検査」という。）の実施について、悪臭防止法施行規則（昭和47年総理府令第39

号）第18条第1項（同法第21条において準用する場合を含む。）の規定に基づき公示する。 

 なお、臭気判定士試験及び嗅覚検査の実施は関する事務は、悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関

を指定する省令（平成13年環境省令第19号）の規定に基づき、公益社団法人におい・かおり環境協会が行う。  

１ 平成26年度臭気判定士試験 

(1)  試験を行う期日 

     平成26年11月8日（土曜日） 

(2)  試験を行う場所 

東京都、愛知県及び大阪府 

（3） 受験申請書の提出期限及び提出先 

  受験申請書は、平成26年7月7日（月曜日）から平成26年9月12日（金曜日）までに、公益社団法人にお

い・かおり環境協会（郵便番号160－0023東京都新宿区西新宿4丁目2番18号電話番号03（5309）2422 に

提出又は郵送すること。郵送による場合、平成26年9月12日（金曜日）までの消印のあるものに限り受け付

ける。 

２ 平成26年度嘆覚検査 

(1)  検査を行う期日 

 平成26年4月1日（火曜日）から平成27年3月31日（火曜日）までの間で、受検申請者が希望する日を勘

案して公益社団法人におい・かおり環境協会が指定する日                                                           

（2） 検査を行う場所 

 北海道、岩手県、宮城県、 山形県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、

新潟県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、 

福岡県、鹿児島県及び沖縄県 

(3)  受検申請書の提出期限及び提出先 

 受検申請書は、公益社団法人におい・かおり環境協会に対し、検査を行う期日までに提出すること。 

３ その他 

 臭気判定士試験及び嗅覚検査の受験申請書等の入手方法、受験申請手続等に関する問い合わせは、公益社

団法人におい・かおり環境協会に対して行うこと。 
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